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は じ め に

コンプライアンス・マニュアルは、法令を遵守し、社会的規範・倫理

を尊重するために必要なコンプライアンスの管理手順および行動原則を

示したものであり、私たち岡山県森林組合連合会（以下「この会」とい

う ）のすべての役職員が守らなければならない基本原則です。。

私たちは健全経営を実現し、協同組合として、その高い公共性を自覚

し社会的責任を果たしていくことを目指します。

私たち役職員は、職位あるいは職務内容にかかわりなく、全役職員が

等しく誠心誠意、本マニュアル及び業務に関連する法令・規程・ルール

を主体的に遵守し、より一層倫理的な組織活動を行うために、この会の

行動規範の実践を約束します。

平成２２年１１月
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岡山県森林組合連合会倫理規範

この会は、森林所有者の協同組織である県下森林組合の上部団体として、

会員等と協同し森林・林業の振興を図るための各種事業の実施を通じて、所

属員の経済的社会的地位を高めていく基本的使命を有するとともに、森林の

保続培養及び森林生産力の増進を図り、国民経済の発展に資する社会的責任

と公共的使命を自覚し、事業遂行上森林組合系統における指導的立場はもと

より、広く社会を構成する一員としても自己規律・自助努力を踏まえ、この

会自身が大きな環境の変化に常に適切に対応し、一層内外の負託に応えて基

本的使命と社会的責任を果たしていくため、ここに行動規範を定め、すべて

の法律を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって行動します。

１ 基本

森林組合系統の一員として、基本使命・社会的責任を認識し誠実に事業

活動に取り組み、森林組合の上部団体として会員の信頼に応えます。

２ 職務遂行に際しての注意

法令等を理解し、コンプライアンスの実現に向け適正な業務に努め、法

令と社会倫理にもとづく公平で透明な組織・団体活動を行います。

３ 職員の健康・安全の確保に努めます

職員の健康と安全の確保、働きがいのある職場形成に努めます。

４ 職員の人格・人権を尊重し、豊かな職場環境を実現します

お互いを尊重するとともに、ゆとりのある豊かな職場環境の構築に努め

ます。また、勤務中はもとより、勤務外の私生活においてもこの会の名誉

・信頼を損なうような行動は慎みます。

５ 反社会的勢力に利益を供与しません

社会の秩序や組織の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、

毅然とした態度を取り、決して経済的な利益を供与しません。

６ 環境の保全に努めます

環境問題の重要性を認識し、環境の保全に努めます。
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１ コンプライアンス概要

（１）コンプライアンスとは何か

「コンプライアンス」とは、狭義には「法令遵守」という意味ですが、現在で

は、単純な法令遵守に限らず、法令自体には違反しなくても健全な社会の一員で

ある企業として 「してはならないこと 「するのが適切でないこと 「しない、 」、 」、

方がよいこと」を行わないとする 「企業倫理」や「社会的規範」に近い意味を、

含めて用いられるようになりました。

コンプライアンスでは事件や不祥事等の違法行為等を起こさないことはもとよ

り、その間の意思決定や業務行動に至る過程で法令・定款等社会的規範を逸脱し

ない仕組み・態勢になっているかどうかが重視され、問われることとなります。

コンプライアンス意識のない組織は、法令等や社会的規範への準拠といった社

会からの要請に適合せず、社会の一員として認知されません。

違法行為や社会的規範を逸脱するような企業活動が企業の信用失墜につなが

り、経営に大きな打撃を与えかねないほど重要なものとなっています。

森林組合系統は社会的・公的責任が大きく、社会の構成員たる組織人として求

められる価値観・倫理観によって誠実に行動すること、それを通して公正かつ適

切な経営を実現し、市民社会との調和を図り、組織を創造的に発展させていくこ

とになります。

コンプライアンスは「組織生存の生命線」です。

コンプライアンスへの取り組みは、森林組合系統において指導的立場にあるこ

の会にとって必要不可欠なものです。

（２）倫理規範

この倫理規範は、わたしたち一人一人が、より良き社会人・組織人として誠実

かつ適切な行動を適宜・迅速に行うための行動の拠り所となる指針（ガイドライ

ン）です。

（３）役職員の行動規範

役職員の行動規範は 「倫理規範」の考え方に基づき、通常業務で発生すると、

思われるコンプライアンス事項に対応して、具体的に取るべき行動（求められる

行動・してはならない行動）の基準を示したものです。

コンプライアンスで遵守の対象となるのは、第１に法律、条例、通達など法規

範、第２に規程、規則、ルールなどの内部規範、第３に倫理・社会的規範で、こ

れらを遵守し利害関係者や社会に対して誠実・公正であるとともに、反社会的な

勢力には警察当局と連携しつつ、毅然とした態度で組織的に臨みます。
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２ 行動規範

(１) 森林組合系統の一員として、基本使命・社会的責任を認識し誠実に事業活動に取

り組み、森林組合の上部団体として会員の信頼に応えます。

①各種事業活動を通じて森林所有者を支援し、森林組合系統と森林・林業の発展

に貢献します。

②多様なニーズに的確に対応します。

③国民に対する林産物等の安定供給と需要拡大に取り組みます。

(２) 法令等を理解し、コンプライアンスの実現に向け適正な業務に努め、法

令と社会倫理にもとづく公平で透明な組織・団体活動を行います。

①森林組合法、森林・林業基本法その他の関係法令を遵守し、公正・健全に業務

を運営します。

②定款・諸規程・会計原則等に従い、適正に職務を遂行します。

③職務上の立場を利用して、私的な利益を追求したり、特定の取引先等への利益

誘導となるような行為はしません。

また、縁故者や友人、その他何らかの個人的な利害関係のある相手先と契約を

結ぶ場合には、直属の上司に相談し指示を受けるとともに、適切な契約を行い

ます。

④取引先・協力会社・公務員等に対する接待や贈答品の授受については、社会的

儀礼の範囲を超えた接待・贈答を行う事、もしくは受ける事はしません。

意図せず、問題あると思われるような事態に陥った場合、その事実を直属の上

司に報告し、適切な指示を受けます。

⑤受注に際しては、適正な契約を書面により締結し、契約後は契約条項を誠実に

履行する事により、発注者の信頼に応えうる適正かつ効率的な業務を実行しま

す。

⑥いかなる場合においても、この会や取引先等の公表されていない機密情報及び

この会以外から入手した企業秘密を含む顧客情報を在職中はもとより退職後も

漏洩したり、いかなる目的にも使用しません。

また、企業秘密をこの会以外に提供する場合は、相手先との間で秘密保持契約

を結び予期せぬ漏洩の防止に備えます。

⑦広告宣伝活動にあたっては、虚偽や誇大な表現を排除するとともに、社会的差

別や人権侵害にあたらないように行い、適切な広報活動により、この会につい

て正しい評価と理解を得るように努めます。
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又、ホームページ、カタログ、パンフレット類、新聞・雑誌広告等の広告宣伝

物の作成にあたっても上記同様、注意を払って作成し、その内容について十分

審査した後、発行、掲載するものとします。

⑧知的財産権を含め他人の権利・財産を尊重し、これを侵害しないよう細心の注

意を払うとともに、この会にとって知的財産権が組織活動の源泉であることを

理解し、この会の権利・財産の保護に努めます。

⑨この会の情報システム構築の際には、システムの安全確保のため、必要な対策

を実施します。

不正侵入が発生した場合は、情報資産の流出防止、この会以外への被害拡大防

止及び情報システムの復旧等に必要な措置を迅速に実施し、再発防止策を講じ

ます。

情報システムに関わるＩＤやパスワードは、厳重に管理してこの会以外への漏

洩を防ぐとともに、情報資産の廃棄にあたっては復元できないよう充分な措置

をとります。

⑩この会の全ての財産は、仕事を遂行する目的で、貸与あるいは提供されている

ので公私を峻別し、この会の財産を尊重します。

したがって、この会の備品や消耗品を持ち帰る事はいうに及ばず、業務の遂行

と無関係な形で、インターネットや電子メールを使用する事も慎みます。

⑪政治献金や各種団体等への寄付などを行う際には、公職選挙法や政治資金規正

法等の関係法令を遵守し、政治、行政との癒着というような誤解を招きかねな

い行動は一切行いません。

⑫この会はそれが会全体の意思（方針）であるとの誤解を招く恐れのある政治活

動を行いません。

よって政治活動に参加する場合はあくまでも個人の資格で行う事とします。

(３) 職員の健康・安全の確保、働きがいのある職場形成に努めます。

①労働関係法を遵守し、勤務日や勤務時間等の労働条件について適切な管理を行

い、強制労働、過重労働などの強要を行いません。

②職場の整理整頓に努め、快適な職場環境の形成を促進します。

また、就業規則や安全衛生管理規程における安全衛生についての各条項を遵守

し、職員等の安全衛生と心身の健康増進を図ります。

安全に関する問題、事故等の情報を入手した場合は速やかに事実関係を確認す

るとともに、判明した事柄については関係部門に迅速かつ確実に連絡し、適切

な対応を取らなければなりません。

③長期の連続休暇を積極的かつ創造的に活用し休暇の量的水準を向上させます。
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(４) お互いを尊重するとともに、ゆとりのある豊かな職場環境の構築やセク

ハラ（性的な嫌がらせ ・パワハラ（地位・職権等利用による嫌がらせ））

等の防止に努めます。

また、勤務中はもとより、勤務外の私生活においてもこの会の名誉・信頼

を損なうような行動は慎みます。

①労働基準法の精神に則り、人権を尊重するとともに、出生、国籍、人種、民

族、信条、宗教、性別、年齢、各種障害、学歴その他業務を進める上で関係の

ない個人的な特性に基づいた差別を行いません。

②性的嫌がらせや他人に性的嫌がらせと誤解される恐れのある行為、また、相手

に不快感を与える性的な言動や行為を行いません。

③職権などの立場を利用して業務上の適切な範囲をこえて、個々の職員の人格を

無視した言動や強要を行い、職員の健康や職場環境を悪化させる行為を行いま

せん。

④この会が有する職員等の個人情報は、これを適正に管理し、本来の目的以外に

は使用しません。

また、裁判所の命令等の正当な理由がない限り、本人の承諾なく、これを外部

へ開示しません

⑤この会では、部下から上司への金品の提供や中元・歳暮の類、また、仲人の依

頼を含め認めません。

それが昇進や異動等の決定の公正さに対する信頼を揺るがすおそれがあるから

です。

ただし、冠婚葬祭等に関しては、常識の範囲で認めますが将来的には虚礼廃止

の一環から全廃する事としたい。

⑥勤務時間中の飲酒は認めません。

ただし、業務関連上もしくは社会通念上必要がある場合はこの限りでない。

⑦自己の利益とこの会の利益が相反することのないよう行動し、この会の承認な

しにこの会の業務と直接的又は間接的に利害関係を有する業務は行いません。

⑧飲酒運転など反社会的行為はしません。

(５) 社会の秩序や組織の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、

毅然とした態度を取り、決して経済的な利益を供与しません。

①反社会的勢力からの取引・金銭などの要求には毅然として対応し、一切関係を

持ちません。

一方、この会または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用したり、利



- -6

益供与（情報誌購読、公告掲載料等）も一切行いません。

②社会の秩序や組織の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然と

した態度を取り、決して経済的な利益を供与しません。

(６) 環境問題の重要性を認識し、環境の保全に努めます。

①環境法令を遵守し、環境にやさしい事業活動に努めます。

環境保護意識の向上を図り、環境保護活動への理解に努めます。

３ 実効に向けての措置

本コンプライアンス・マニュアルは、あくまで基本的な考え方を示したもので、

個々の難しい複雑な問題は、直属の上司、コンプライアンス委員会、総務部コンプ

ライアンス担当者などに相談するよう心掛けてください。

先ずは、これまでの慣習や手続きなど疑問や問題に遭遇したら、常にコンプライ

アンスの観点から見直す姿勢が問われてきます。

法令・倫理を守る公正な組織を築き社会の信頼を得ながら、森林・林業を通じて

社会の発展に貢献することを基本姿勢とします。

（１）関連規程・制度の整備

このマニュアルを実施するため、必要な規程や制度を整備するとともに必要に

応じて見直しを行っていきます。

また、このマニュアル並びに関連規程が遵守されているか、内部監査を必要に

応じて実施します。

（２）通報・是正

このマニュアルの禁止事項に該当する行為または違反の恐れのある行為につい

ては、これを発見した場合であると自ら行った場合とを問わず、隠蔽することな

く上司を通すか、直接コンプライアンス委員会事務局に通報してください。

コンプライアンス委員会が中心となって是正、改善措置を行います。

（３）罰則

「行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」に違反した者や違反を放

置した者については、就業規則に基づき措置します。


